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巻頭言 山口 恵美子

「夢なきものに成功なし」

吉田松陰

What's new 最近の活動

■１０月１５日（土）例会が開催されました。第２回〈ワンペーパー活動シェア例会〉発表者5名
①太田昇さん「電信柱が高いのも 郵便ポストが赤いのも すべて社長の責任」
②佐原雅史さん「事業の本質＝お客様の良い想い出、良い体験を創出すること」
③菅沼大樹さん「やっぱり熱意」
④横井博之さん「郷里の同級生は心強い」
⑤青木毅さん「アウトバウンドに注力」
参加者からは「来てよかった！」の声が上がり、リアルで
開催する意義を再認識しました。
■１０月３１日（月）第５期経営計画立案塾（第７回）が開催されました。
■１１月 １日（火）執行委員会が開かれました。（Web）

Topics 「他人の文章や画像を勝手にコピペして良いの？」
ひので総合特許事務所 赤塚正樹

例えば、解説記事やプレゼンテーションのスライドの中で、インターネットにある他人の文章や画像
（イラスト、写真、グラフなど）を使いたいときってありますよね。でも、その文章や画像の殆どには著
作権がありますので、勝手にコピペして使ってしまうと著作権侵害になる可能性があります。
では、いちいち許可を貰わないと一切使えないのかというと、実はそんなことはありません。インター

ネットには、いわゆる「フリー素材」とされる文章や画像が沢山アップされています。厳密に言うとこれ
らにも著作権はあるのですが、著作権者は所定の条件下での利用を許可しているものですので、利用規約
を守っていれば自由にコピペして使うことができます。
また、著作権法で認められている「引用」の条件を満たせば、著作権侵害にはなり

ません。具体的には、①引用部分が明瞭に区別されていること、②引用部分が「従」
であること、③引用の目的上正当な範囲内であること、④出典を明示すること、の
４つの条件を満たせば、正当な「引用」となりますので、著作権者の許可なく文章や
画像をコピペして使うことができます（これは「禁転載」の表示があっても同じです）。
ただ、それ以外のコピペには、くれぐれもお気を付けてください。コピペするのはとっても簡単ですが、

知らないうちに著作権侵害になっているかもしれませんよ。

Schedule 今後の活動予定 （詳しくはこちら → https://saitama-kk.org/event/ ）

■１１月１９日（土）１８：００～ 例会
■１２月 ２日（金）例会
■１２月１２日（月）第８回経営計画立案塾

◆賛助会員
埼玉りそな銀行、武蔵野銀行浦和支店、埼玉縣信用金庫、有限責任監査法人トーマツさいたま事務所、株式会社Mio
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さいたま起業家協議会では、下記の日程・講演内容で、起業講座・例会などを開催する予定です。

皆様、奮ってご参加ください。資料等の準備のため、参加をご希望の方は、さいたま起業家協議会
ホームページ（イベントページ）よりお申し込みください。https://saitama-kk.org/event/

第２回『起業コラムディスカッション例会』
※さいたま起業家協議会のホームページに掲載されている『起業コラム』からテーマを選び、ディス
カッションします。
（今回は2022年3月27日投稿の菅沼大樹さんのコラム）https://saitama-kk.org/?p=1206

日 時：１１月１９日（土）１８時～
今回もリアル開催といたします。
マスク着用、手指消毒、検温など感染対策を徹底して行います。
会場：新都心ビジネス交流プラザ4階会議室

テーマ：「DX時代のサイバー攻撃手法とパスワード運用方針」
内容：株式会社ウェブリクの菅沼大樹さんに、サイバー攻撃の現状やパスワードの運用などについてお
話しいただき、その後、参加者でディスカッションします。

日 時：１２月 ２日（金）
レクリエーション例会
（詳細は改めてご案内いたします）

会員情報（近況・今後の予定など） ９月末時点の情報

菅沼大樹さん（株式会社ウェブリク）
：1000文字の小論文を手書きで書いたら自分の字の汚さに絶望しました。

砥上聡史さん（アイソトープ社会保険労務士事務所）
：就業規則のご依頼が増えてきました。まだまだいけます！

豊田明さん（豊田明行政書士事務所）
：先日埼玉の会社に就職する外国人の引越しを手伝いました。思わぬところで引越し屋のアルバイトの
経験が役に立ちました。

峯岸孝浩さん（武蔵浦和法律事務所）
：11月12月は試験勉強をしなくてよいので羽を伸ばします！

会員情報募集中！
皆さんの近況や今後の予定などお寄せください。例会案内の出欠システムに記入する際、コメント欄に
【近況】として1行程度書いていただければ協議会ニュースに掲載いたします。（上記参照）
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